
資料３

報 告 書 （案）

平成２０年１２月１１日

空港インフラへの規制のあり方

に関する研究会



- 1 -

目 次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

第１章 成田空港・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

１．現況等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

（１）成田空港・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

（２）成田空港会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

２．成田空港会社の完全民営化を推進するに際して

必要となる措置について・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

（１）行為規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

（２）資本規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

(ⅰ) 内外無差別性について・・・・・・・・・・・・・・・ ７

(ⅱ) 資本規制の必要性について・・・・・・・・・・・・・ ７

(ⅲ) 資本規制の具体的内容について・・・・・・・・・・・ ８

３．完全民営化の段階的実施・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

（１）国の政策との整合性の要請・・・・・・・・・・・・・・ ９

（２）政府が株式の一部を保有している間の規制のあり方・・・１０

第２章 羽田空港・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

１．現況等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

（１）羽田空港・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

（２）日本空港ビルデング株式会社・・・・・・・・・・・・・１１

２．羽田空港ビル会社に対する措置・・・・・・・・・・・・・１２

（１）行為規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（２）資本規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６



- 2 -

はじめに

本研究会は、平成２０年８月、成田国際空港株式会社（以下「成田空港

会社 ）の完全民営化を推進するに際して必要となる措置及び国管理空港」

の旅客ターミナルビル等を設置・管理する空港機能施設事業者（例：東京

国際空港（以下「羽田空港 ）における日本空港ビルデング株式会社）に」

対する措置について検討するため、内閣官房長官及び国土交通大臣の下に

設置されたものである。

平成１９年６月、成田国際空港（以下「成田空港 ）をはじめとする国」

際拠点空港の完全民営化を達成 すべきことが閣議決定されたが、同閣する

議決定においては、国際拠点空港の公共的な役割や、独占性・代替不可能

性といった事業特性に鑑み、料金規制、外資規制、経営体制等のあり方に

ついて検討し、完全民営化が所期の効果を発揮できるようにするための措

置を講ずることが求められている。

上記閣議決定を受け、平成２０年初、成田空港会社の完全民営化等を内

容とする「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案」を国土交通省

が立案するに当たり、完全民営化後の成田空港会社及び羽田空港における

空港機能施設事業者に対し、外資による３分の１以上の議決権の保有を制

限する規制（外資規制）を導入することが検討された。しかしながら、外

、「 」、資規制の導入については 政府が進める対日投資促進の方針と逆行する

「外資のみを悪者のように扱うべきではない 「羽田空港については後」、

出し規制になる」等の意見が出され、政府部内で一致した結論には至らな

かった。

このため、成田空港会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措

置及び空港機能施設事業者に対する措置については、我が国の開かれた投

資環境の整備及び我が国の安全保障の 面から引き続き検討を行い、そ観点

の結果を踏まえて、平成２０年度中に法制上の措置その他必要な措置を講

ずることとされた（空港整備法及び航空法の一部を改正する法律（平成２

０年法律第７５号）附則第１３条 。）

こうした経緯を受け、平成２０年８月、内閣官房長官及び国土交通大臣

、 、の下に第１回研究会が開催され 以来４ヶ月合計７回にわたる審議を経て

今般の報告書を取りまとめるに至った。
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第１章 成田空港

１．現況等

（１）成田空港

成田空港は、世界３６カ国・２地域（９６都市）との国際ネットワーク

を有しており、我が国に出入する国際航空旅客の５９％、国際航空貨物の

６７％を取扱うなど、我が国の経済活動及び国民生活を支える国内最大の

国際拠点空港である（就航都市に係るデータは２００８年５月現在、旅客

数は２００６年実績 。）

成田空港の整備については、昭和４１年、成田市三里塚を中心とした地

区に建設することが閣議決定されたが、地元住民らによる空港建設反対運

動により空港建設用地の取得が進まず、数度の延期を経て、昭和５３年に

滑走路１本の状態で開港した。

その後、成田空港と地域との共生を目指す取組みが進められる中で、平

成１１年に暫定平行滑走路の建設が開始され、平成１４年に供用を開始し

た。現在は、同滑走路の２，５００ｍ化事業（北伸事業）を行っているが

（２０１０年供用開始予定 、未だに空港敷地内には未買収地が点在して）

おり、当初計画の実現の目処は立っていない。

（２）成田空港会社

、 （ 「 」） 、成田空港会社は 成田国際空港株式会社法 以下 会社法 に基づき

平成１６年、新東京国際空港（現成田空港）を設置・管理していた新東京

国際空港公団が、政府全額出資の特殊会社とされたものである（資本金

１，０００億円、発行株式数２００万株 。）

、 、 、成田空港会社は 滑走路等の基本施設 進入灯等の航空保安施設に加え

旅客ターミナルビル、貨物ターミナルビル等の空港機能施設を併せて設置

・管理しており、平成１９年度決算における営業収益は１，６２８億円、

経常利益は１９０億円を計上し、順調な経営を行っている。

成田空港の有する高い公共性が適切に発揮されるよう、同空港の設置・

管理を行う成田空港会社に対しては、以下の法令に基づいて所要の規制が

課されている。
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［法律の目的］ ［法律名（通称名を含む ］）

・成田空港会社の適切な事業運営の確保‥‥‥成田国際空港株式会社法

・空港の適切な設置及び管理 ‥‥‥空港法

・空港の保安確保 ‥‥‥航空法

・空港周辺地域における航空機騒音対策‥‥‥特定空港周辺航空機騒音対策

特別措置法

・大規模災害における適切な対応 ‥‥‥災害対策基本法

、 、・我が国の安全保障の確保 ‥‥‥武力攻撃事態対処法 国民保護法

特定公共施設利用法 等

２．成田空港会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置について

成田空港が我が国経済及び国民生活に果たしている役割、空港建設を巡

るこれまでの歴史的経緯等を踏まえると、成田空港会社の責務は概ね以下

の４つに整理される。

①ⅰ)航空需要や空港利用者（旅客、航空会社等）のニーズに適切に対

応し、ⅱ)首都圏全体における国際航空機能の最大化等 の国といった

の航空政策を的確に反映し、ⅲ)空港周辺地域との共生に配慮した事

業運営、設備投資及びサービス提供を行うこと

②国の安全保障確保の観点から、有事と平時を問わず国等による空港の

利用を不当に制約しないこと

③テロ及びハイジャックを未然に防止するため、空港全体の保安対策・

管理を適切に実施すること

④大規模災害、航空事故に対する的確な予防・対応措置をとること

上記①～④については、上述１ （２）に掲げる各種法令の下で、成田．

空港会社がその実施を図っているところであるが、完全民営化後において

も、同社がこれらの責務を十全に果たすために必要となる措置についての

考え方は、以下のとおりである。

（１）行為規制

①航空需要、空港利用者のニーズ、国の航空政策、地域との共生等を踏

まえた適切な事業運営、設備投資及びサービス提供

現在、成田空港会社に対しては、成田空港の適切な事業運営を確保す
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るため、会社法及び空港法に基づく行為規制が制度化されている。この

うち、会社法については、成田空港会社の完全民営化に伴って廃止され

ることから、同法に規定されている行為規制の取扱いが問題となる。

同法に係る行為規制としては、毎年度の事業計画の認可、代表取締役

等の 選解任の認可、資金調達に係る認可等が掲げられる選定・解職決議

、 、 。が これらは 成田空港会社が特殊会社であることに根ざすものである

これらの規制については、完全民営化後は、民間の創意工夫を活かした

柔軟な事業運営を行うことができるよう、これまでの他の完全民営化法

人の例も踏まえつつ大幅に緩和するべきである。

また、成田空港の管理者として、 国土交通大臣が定空港法に基づき、

める「空港の設置及び管理に関する基本方針 （以下「基本方針 ）に」 」

、 、沿った空港の設置及び管理が求められ ており 具体的にはることとなっ

、 、滑走路等基本施設の適切な管理 需要に的確に対応した空港機能の拡充

着陸料及び旅客取扱施設利用料等の料金の適正な水準の確保等が責務と

して課されている 。（空港法の関連規定は平成２１年４月に施行予定）

さらに、成田空港の建設に係る歴史的経緯を踏まえ、成田空港の円滑

な事業運営に当たっては、空港周辺地域住民の理解と協力を得ることが

不可欠である。このため、成田空港会社には、完全民営化後においても

周辺地域の生活環境改善に配慮しつつ、そのために必要な事業 についを

ては、完全民営化後においても引き続き 継続することが求められ、実施

それを担保するための所要の措置が講じられるべきである。

②国の安全保障の確保

空港は、我が国の安全保障を確保する上で重要な役割を担う公共イン

フラの一つであり、安全保障上の観点から国が特定の者による空港施設

の一時的な使用等を要請する場合、成田空港会社は、民間事業者による

使用との調和を図りつつ、可能な限り優先的な配慮を払うことが期待さ

れている。

安全保障に係る現行の法制度上、成田空港会社は、平時（周辺事態を

含む）においては、一民間事業者として、国等からの要請に対して可能

な限りの協力を行っていくという立場にある。一方、有事（武力攻撃事

態等）への対応として、指定公共機関という立場から、国民保護に関す

る業務計画を策定・公表するほか、当該業務計画の定めるところにより

空港を適切に管理する責務を負い、また、飛行場施設の管理者という立
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場から、対策本部長（内閣総理大臣）の求めに応じて特定の者に優先的

に滑走路等を利用させる等の責務を有している。

成田空港会社の安全保障に係る法制度上の位置づけ及び課されている

こうした責務については、完全民営化の前後で変更はないものの、成田

空港会社が、完全民営化後においても、我が国の安全保障を確保する上

で期待されている役割を引き続き的確に果たすことを担保するために、

現行法令の運用により、適切な対応がなされるべきである。

具体的には、成田空港会社等全国の空港管理者が策定する空港供用規

程について、国土交通大臣が認可をするに当たって基準とする「基本方

針」の中に、空港管理者の責務として、法令・条約等の遵守、公平かつ

平等な運営の確保、安全保障・危機管理に対する適切な対応等を盛り込

むことが考えられる。これにより、完全民営化後の成田空港会社が、不

適切な空港運営のルールを定めること等を未然に防止することが可能と

なる。

また、緊急状態にある航空機については、民航機・軍用機を問わず優

先的な取扱いがなされているが、この運用を引き続き堅持するべきであ

る。

③テロ・ハイジャックの未然防止

テロ・ハイジャックを未然に防止するための航空保安に関する制度に

ついては、現在、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）で策定された国際標準

ルール（ＩＣＡＯ第１７附属書）を踏まえ、航空法に基づき行為規制が

制度化されている。

これに基づき、成田空港会社は、国土交通省が定める保安上の基準に

従って空港を管理する等の法律上の責務を有している。

成田空港会社は、完全民営化後も、引き続き同制度に則ってテロ・ハ

イジャックの未然防止に努めていくことが適当である。

④大規模災害等への適切な対処

成田空港会社は、災害対策基本法に基づく指定公共機関の一つに位置

づけられ、災害予防、防災業務計画の策定、災害予防のための諸準備、

災害発生時の応急措置の実施、災害発生後の復旧対策等について法律上

の責務を負っている。

また、空港内で発生した航空事故への対処については、航空法に基づ
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き、消火設備の設置、事故発生時の速やかな対応等の法律上の責務が課

されている。

成田空港会社は、完全民営化後も、引き続きこれらの制度に則って大

規模災害等への対処を実施していくことが適当である。

（２）資本規制

(ⅰ) 内外無差別性について

資本規制については、我が国の開かれた投資環境の整備という要請と

外国資本が成田空港会社の運営を実質的に支配した場合に予想される弊

害を総合的に検討した結果、外国資本のみ取扱いを異にする合理的な理

由はないこと、上述の成田空港会社の責務①～④の確実な実施を図る観

点からは外国資本のみを規制することでは不十分な面もあること等の理

由から、空港インフラに係る資本規制の検討に当たっては、内外無差別

を前提にすることとした。

(ⅱ) 資本規制の必要性について

内外無差別を前提に、上述の①～④の観点から資本規制の必要性につ

いて検討を行った結果は、以下のとおりである。

①航空需要、空港利用者ニーズ、国の航空政策、地域との共生等を踏

まえた適切な事業運営、設備投資及びサービス提供

四面環海の我が国にとって、国際航空旅客・貨物の６割前後を取り

扱う成田空港は、我が国の経済活動及び国民生活に欠くことのできな

い公共インフラであり、この点は、 完全民営化後も何成田空港会社の

また、現在のところ、実質的にその機能を代ら変わるものではない。

替できる他の空港は存在しない。 こうした位置づけを踏ま成田空港の

設置・管理のあり方は、我が国の国益に密接に関わるもえると、その

のであ る故に、同空港を運営する成田空港会社に出資する特定の株り

主の利害に偏してならないことは論を待たない。さらに、株式保有を

通じて、特定の者の利害が空港の運営方針に強く反映されることによ

り、空港の公正かつ平等な運営や、近隣諸国を含めた他空港との公正

な競争の確保に支障を生じかねない事態を未然に防止することが不可

欠である。

以上の懸念への対処に当たっては、成田空港会社が、滑走路等の基

本施設、航空保安施設、旅客ターミナルビル等、敷地を含め空港全体
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を管理していることを十分踏まえる必要がある。

このため、一定割合以上の大口株式保有について規制措置を講ずる

必要があると考えられる。

②国の安全保障の確保

この観点からの資本規制の必要性については、ⅰ)有事法制が想定

する事態における国等の空港利用の確保には万全を期す必要があり、

政治的な意図、特定の思想・信条等に基づき、行為規制による責務を

履行しない者等、安全保障上不適切な者の株式保有に対する規制措置

を講ずるべきであるという意見と、ⅱ)資本規制が安全保障の確保に

資するという理由が不明確であり、安全保障上懸念される事態への対

応は、行為規制や罰則で対応すべきであるという意見があった。

③テロ・ハイジャックの未然防止

国際的なルールに基づく行為規制が課されていることから、それに

より対処することが可能であり、この観点から新たに資本規制を課す

必要はないと考えられる。

④大規模災害等への適切な対処

③と同様、現行の行為規制による対応で足り、この観点から新たに

資本規制を課す必要はないと考えられる。

の検討結果 ①の観点から 極以上 を踏まえると、主に 、成田空港という

日本の空の玄関について特定の者の利害めて公共性の高いインフラ全体

が過度に反映される ことを防止し、もって、同空港の公正かつ平等事態

な運営や他空港との公正な競争を確保する 観点から、大口株式保有ため

に対する規制措置を講ずるべきであると考えられる。

この点に関しては、成田空港の適切な運営を行為規制のみで担保しよ

うとすると、運営上想定される様々な懸念に対応するための規制が必要

となり、結果として過剰な規制を完全民営化後の会社に課すことになり

かねないことから、こうした事態を防ぐためにも資本規制が必要である

との意見があった。

他方、空港の公正かつ平等な運営や公正な競争確保は、原則として、

空港法や独占禁止法制上の行為規制で担保することが可能であり、大口

株式保有規制の対象については、航空会社や、成田空港と競争関係とな
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りうる他空港等に限定すべきという意見があった。

(ⅲ) 資本規制の具体的内容について

大口株式保有の規制に係る他の法制度を見ると、一定割合以上の株式

保有について、①原則禁止する（例：金融商品取引法 、②当該株式の）

議決権を制限する（例：放送法 、③大臣認可に係らしめる（例：銀行）

法）という方法があるが、規制の主な目的が、特定の者の利害が空港の

事業運営方針に過度に反映される事態を未然に防止することに鑑みれ

ば、①又は②の方法による べきである。ことが適当

また、規制する保有割合については、２０％（例：金融商品取引法、

銀行法）と３３％（例：放送法）という立法例があるが、一の株主によ

る影響力を過大なものとさせない等の観点を踏まえると、前者の例によ

る べきである。ことが適当

これに対し、規制方法については、③の方法（大臣認可制）によって

状況に応じた判断ができるようにすべきとの意見が、また、保有上限に

ついては、規制をなるべく緩やかにするという観点から３３％が適当で

ある、さらに、空港ビジネスへの外部からの参入意欲を高めるため、せ

いぜい５０％程度とすべきであるという意見もあった。

なお、特定の重要事項決議について特定の種類株式に係る株主総会の

決議を必要とする、いわゆる黄金株については、株主間の権利の平等性

を妨げるおそれがあること、限られた事態への対処であること等の問題

があり、導入については慎重であるべきである。

３．完全民営化の段階的実施

（１）国の政策との整合性の要請

首都圏における旺盛な航空需要に対応するため、現在、成田空港におい

ては暫定滑走路の北伸事業が、羽田空港においては４本目の滑走路の整備

事業が進められているところである。これらは共に２０１０年に供用され

る見込みであり、国においては、首都圏の両空港の一体的活用による国際

航空機能の拡充を図ることが求められている。また、首都圏の航空需要は

将来的に一層の増大が見込まれており、再度空港容量が限界に達すること

が予想されることから、成田空港の更なる能力拡大についても検討を進め

る必要がある。
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これらの点は、我が国の航空政策上極めて重要な課題であり、成田空港

の事業運営は、以上の課題に対する国の取組みと十分な整合性を図りなが

ら行われる必要がある。

このため、成田空港の設置・管理については、当面、国が主体的に関与

できる余地を残しておくべきであり、成田空港会社の完全民営化について

は、上述の国の政策の進捗状況を十分踏まえつつ、段階的に行うべき、即

ち当面、政府が成田空港会社の株式の一部を保有するべきである。

国の株式保有割合については、１／２以上 とする例と１／３以上（超）

とする例がある 。国の関与を確実なものとする観点からは前者（超） が、

であるが、完全民営化の趣旨から会社の自主性をできる限り発揮さが適当

せるべきこと 等を踏まえると、後者 のを重視する観点からは が適当である

例によるべきである。

また、株式売却のスケジュールについては、上述の国の政策の進捗状況

と共に、民営化法人に対する政府出資の売却に係る政府全体の取組みの状

なお、具況 、株式市況等を総合的に勘案した上で決定するべきである。※

体的な売却方法として、当面の政府の株式保有割合までも一度に売却する

のではなく、段階的に売却すべきとの意見があった。

成田空港会社の資本規模がさほど大きくないこと等から、これに対し、

政府保有株式を分割売却する必要性は乏しいという意見 もあった。が

※「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月閣議

決定 」においては、平成２７年度末に国の資産規模対ＧＤＰ比の半減を目指）

し、民営化法人に対する出資等の売却に努めることとされている。

（２）政府が株式の一部を保有している間の規制のあり方

政府が株式の一部を保有している間の行為規制については、特殊会社で

あることに伴って必要となる規制は存置した上で、どの程度簡素化が可能

か、検討を行うべきである。

一方、資本規制については、一部株式の民間への売却開始に先立って大

、 、口株式保有規制を導入することにより 将来の完全民営化実施時において

既存の株主の権利を損なういわゆる「後出し規制」ではないかとの批判を

回避することが可能である。
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第２章 羽田空港

１．現況等

（１）羽田空港

羽田空港は、国内４８都市とのネットワークを有しており、年間利用者

数は約６，６００万人、国内航空旅客の３分の２近くを占めるなど、我が

国の経済活動及び国民生活を支える最大の国内拠点空港である（就航都市

に係るデータは２００８年５月現在、旅客数は２００６年実績 。）

現在、２０１０年１０月の供用開始を目指して４本目の滑走路の整備を

はじめとする再拡張事業が進められており、これが完成した段階で、現在

は定期的チャーター便として運航されている国際路線が正式な定期便とな

ることをはじめとして、羽田空港の国際路線は、行先、便数とも大幅に増

加する見込みである。

（２）日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社（以下「羽田空港ビル会社 ）は、羽田空」

港の旅客ターミナルビルを設置・管理する事業体として昭和２８年に設立

された株式会社であり、平成２年、羽田空港の沖合展開事業に伴う新旅客

、 、ターミナルビルの建設費を調達するため 東京証券取引所第２部に上場し

平成３年には同第１部に上場している。

羽田空港は、国が設置・管理する空港であることから、羽田空港ビル会

社は、国有財産法に基づき国有地の使用許可を受け、旅客ターミナルビル

事業を運営している。

平成１９年度決算における営業収益は１，１２５億円、経常利益は６０

億円を計上し、順調な経営を行っている。

羽田空港の有する高い公共性が適切に発揮されるよう、羽田空港ビル会

社に対しては、空港法（適切な事業運営の観点 、国有財産法（国有財産）

の適切な使用・管理の観点）等の法令に基づいて、所要の規制が課されて

いる。

２．羽田空港ビル会社に対する措置

旅客ターミナルビルは単なる商業施設に止まるものではなく、空港の安

全維持の観点から自由な往来を制限する区域を含み、滑走路等の空港基本
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施設と共に空港機能の一翼を担う公共性の高い施設である。一方、羽田空

港ビル会社は、成田空港会社と異なり、空港全体の管理運営を行っている

わけではないことにも留意する必要がある。

以上を踏まえると、羽田空港ビル会社の責務は概ね以下の４つに整理さ

れる。

①航空需要や空港利用者（旅客、航空会社等）のニーズに適切に対応し

た事業運営、施設整備及びサービス提供を行うこと

②国の安全保障の観点から、武力攻撃災害の発生等を防止するため、旅

客ターミナル 施設の安全の維持を図ることビル

③テロ及びハイジャックを未然に防止するため、旅客ターミナルビルの

保安対策・管理を適切に実施すること

④大規模災害に対する的確な予防・対応措置をとること

羽田空港ビル会社がこれらの責務を十全に果たすために必要となる措置

についての考え方は、以下のとおりである。

（１）行為規制

○総論

羽田空港ビル会社には、空港法に基づく指定空港機能施設事業者とし

て「基本方針」に基づいた事業運営が義務づけられる予定である（空港

法は平成２１年４月に施行予定 。また、同法に基づき、国土交通大臣）

は、旅客取扱施設利用料について上限認可を行うほか、同社が空港法上

の義務を適切に履行しているか否かについて、報告徴収、立入検査、指

導、助言及び勧告を適宜実施することとなる。万一、事業運営に著しい

問題があると認められる場合には、罰金等を課すほか、最終的には指定

の取消しを行うことも可能である。

さらに、羽田空港ビル会社は、国有財産法に基づき、国有財産たる羽

田空港用地の使用許可を得て事業を行っており、許可権者（東京航空局

長）は、国有財産の適切な使用・管理の観点から、旅客ターミナルへの

実地調査、事業者に対する報告徴収、指示等を行うことができ、国有財

産の使用態様が許可条件に反すると認められる場合等には使用許可の取

消しを行うことができる。

今後、羽田空港ビル会社が、その求められている責務を確実に果たす

ことを担保するために、これらの法令に基づく行為規制について、的確

な運用がなされるべきである。



- 13 -

施設整①航空需要、空港利用者のニーズ等を踏まえた適切な事業運営、

設備投資及びサービス提供備

この観点からは 「基本方針」において、需要に応じた施設整備、適、

切な施設の維持管理、施設のユニバーサルデザイン化、利便性向上施策

の実施等が盛り込まれる予定であり、羽田空港ビル会社は、こうした責

務を適切に履行し、航空需要及び空港利用者のニーズ等を踏まえた事業

運営を行うことが求められる。

②安全保障

空港の旅客ターミナルビルは公共性の高い施設であり、平時（周辺事

態を含む）において、当該施設の管理者たる羽田空港ビル会社は、一民

間事業者として、国等からの要請に対して、可能な限りの協力を行って

いくという立場にある。また、当該施設は国民保護法に規定する生活関

連等施設に位置づけられており、 武力攻撃事態等 において、羽有事（ ）

、 （ ）田空港ビル会社は 都道府県知事及び指定行政機関の長 国土交通大臣

の要請に基づき、可能な範囲で、武力攻撃災害の発生、拡大を防止する

ための措置を講じることとされている。

一方、羽田空港ビル会社は、安全保障に係る現行の法制度上、成田空

港会社と異なり指定公共機関には位置づけられていない。これは、武力

攻撃事態等に際し、安全保障の観点から空港に求められる機能が適切に

発揮されるためには、滑走路等を管理している空港の管理者を指定公共

機関と位置づければ足りるという考え方に基づくものである。しかしな

がら、安全保障の観点からみた羽田空港の重要性及び旅客ターミナルビ

ルが滑走路と一体となって機能を発揮している等の点に鑑みれば、同社

を指定公共機関に指定し、所要の責務を負わせることもあり得るのでは

ないかとの意見があったことから、今後、政府部内においてその可能性

（Ｐ）につき検討を進める必要があると考えられる。

③テロ・ハイジャックの未然防止

羽田空港ビル会社は成田空港会社と同様に、テロ・ハイジャックの未

然防止については、国際標準ルールに則った航空法に基づく行為規制に

基づき、旅客ターミナル 施設について必要な警備等を行うべき法律ビル

上の責務を有し 「基本方針」においても、適切な保安対策及び危機管、
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理対策の実施が盛り込まれる予定となっている。

羽田空港ビル会社は、引き続き同制度の下で着実にテロ等の未然防止

に努めていくことが適当である。

④大規模災害等への対処

現在、大規模災害等への対処の観点からは、羽田空港ビル会社は成田

空港会社と異なり災害対策基本法上の指定公共機関には位置づけられて

おらず、法制度上の責務を負っていない。しかし、大規模災害発生時に

おける羽田空港が果たす公共的な役割の大きさを考えれば、同社を災害

対策基本法上の指定公共機関に指定し、同法に基づく責務を負わせるこ

ともあり得るのではないかとの意見があったことから、今後、政府部内

においてその可能性につき検討を進める必要があると考えられる。

（２）資本規制

成田空港会社と同様、内外無差別を前提に羽田空港ビル会社への資本規

制の必要性について検討を行った。

その結果、①羽田空港は、成田空港と異なって国が空港全体を設置・管

理しており、羽田空港ビル会社の事業運営に対しては、上述の法令に基づ

く行為規制により国が厳正に規律・監督していること、特に、指定空港機

能施設事業者の指定取消、国有地の使用許可取消といった、会社の事業運

営そのものに関わる最終手段まで制度化されているため、資本規制によら

ずとも、著しく不適切な事業運営に対し是正を図るための実効的な措置を

講ずることが可能であること、②平成２年の上場以来、資本規制がなくと

、 、も特段の問題は生じていないこと ③現時点で資本規制を導入することは

後出し規制となって既存の株主の権利を侵害する恐れがあること等の理由

から、羽田空港ビル会社に対しては新たに資本規制を課すべきではないと

の意見が過半数を占めた。

これに対し、複数の委員から、①旅客ターミナルビル事業は、滑走路等

の基本施設と一体となって空港機能の一翼を担っている公共性の高い事業

であり、空港全体を設置・管理する成田空港会社と同等の扱いをするべき

であること、②羽田空港ビル会社の時価総額は小さく、支配株主が現れる

恐れが現実的にあり得ること、③必要性が高い場合には、たとえ後出しで

あっても規制措置を導入する必要があること等の理由から、羽田空港ビル

会社に対しても資本規制を課すべきとの意見があった。
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おわりに

本研究会の主要検討事項である成田空港会社の完全民営化を推進するに際

して必要となる措置及び羽田空港ビル会社に対する措置のあり方について

は、年初の段階で、特に外資規制に係る関係者間の意見の隔たりが大きいこ

とから結論が持ち越されたものであったが、今回、各委員は、年初の議論を

十分踏まえた上で、それぞれの専門的立場から意見を表明し、７回にわたる

研究会の議論の末、概ね議論を集約することができたと考えている。

我が国の開かれた投資環境の整備は、我が国の人口減少・高齢者増といっ

た人口構造の変化及びそこに起因する社会構造の変化に適切に対応し、活力

ある社会を維持・発展させるために重要な国家的施策であり、個別分野にお

。 、ける政策立案に当たってもこの点に十分な配慮がなされるべきである 一方

これらの構造変化の中で、我が国と海外との人的・物的な往来を活性化する

必要がますます高まっており、その主要な玄関口となる首都圏空港の機能を

最大限発揮させ、さらにその拡充を図っていくことは国家的な責務である。

更に、国の安全保障を万全のものとするために、平時及び有事において空港

が有する重要な役割についても十分考慮すべきである。

本研究会は、これらの諸課題に係る要請を総合的に勘案しつつ、意見を取

りまとめた。今後、政府において、本報告書の内容を可能な限り踏まえ、適

切な法制その他の措置が講じられることを切に望むものである。



- 16 -

参 考 資 料



成田国際空港の民営化に関するこれまでの経緯について

１．行政改革大綱 （平成12年12月1日閣議決定）

各特殊法人の個々の事業について見直しを行い、その組織形態について、廃止、民営化、独立行政法人化等の見直しを行うことを決定。

２．小泉総理指示 （平成13年8月7日閣僚懇談会）

全閣僚に対し「特殊法人等について、廃止・民営化を前提にゼロベースから見直す」と指示。

３．特殊法人等整理合理化計画 （平成13年12月19日閣議決定）（抄）

○新東京国際空港公団

国際ハブ３空港の経営形態のあり方については、従来の航空行政を厳密に検討した上、上下分離方式を含め民営化に向け平成１４年中に政府に
おいて結論を得ることとする。

４．道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について
（平成14年12月17日閣議決定） （抄）

２ 国際拠点空港
（１） 新東京国際空港公団については、完全民営化に向けて、平成16年度に全額国出資の特殊会社にすることとし、そのための法律案を次期通常
国会に提出する。

５．成田国際空港株式会社法成立 （平成15年7月18日法律第124号）

平成16年4月 新東京国際空港公団が解散し、全額国出資の成田国際空港株式会社が発足。

６．規制改革推進のための３か年計画 （平成19年6月22日閣議決定）（抄）

Ⅱ 重点計画事項 ４．ＩＴ・エネルギー・運輸 （３）運輸分野
④ 国際拠点空港の完全民営化等の推進
ア 成田、関西、中部空港の完全民営化の推進【平成19年度以降検討】
空港会社の経営自由度の向上と自主性・創意工夫等の発揮の観点から国の関与を必要最小限にし、なるべく自由な料金設定や資本構成を確
保することが必要である。一方、国際拠点空港の公共的な役割や、独占性・代替不可能性といった事業特性から、全てを自由に委ねることについ
ては課題や懸念がある。これらの点に対応するため、料金規制、外資規制、経営体制等のあり方について検討し、完全民営化が所期の効果を発
揮できるようにするための措置を講じた上で、成田、関西、中部各空港の完全民営化を達成する。



空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案の取扱いについて
（平成２０年２月２９日閣僚懇談会了解）

平成20年2月29日
国 土 交 通 省

空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案の取扱いについて

１． 諸外国とのヒト、モノ、カネの交流を活性化し、世界特に
アジアの経済活力を取り入れることは、今後の我が国の発展
に不可欠である。外資誘致についても、2010年までに対日直
接投資残高のGDP比倍増を目指して「対日直接投資加速プロ
グラム」を推進しているところである。
一方、国民が安心して生活するために、いわゆる安全保障
の備えは十分に整える必要がある。

２． 標記法律案における指定空港会社（例：成田空港株式会社）
や指定空港機能施設事業者（例：日本空港ビルデング株式会
社（羽田））制度の導入に際し、「外資の積極的な導入によ
る開かれた日本の実現」と「安全保障のための空港などの基
本インフラの機能確保」の両立という要請に如何に応えるか
検討を行った結果、当面以下の対応を図ることとする。

（１）「安全保障」に対する脅威への対応については、内資、外
資併せて幅広く議論を深める必要があり、行為規制のあり
方、資本への規制のあり方等、指定空港会社や指定空港機
能施設事業者への規制のあり方について 、他の関係法令も
含め、諸外国における政府の関与のあり方等も参考にしつ
つ検討を行い、年内のできるだけ早い時期に結論を得る。

（２）その際、平成１９年６月２２日の閣議決定（参考）に
則り、安全保障を確保する方策を検討し、完全民営化
が所期の効果を発揮できるようにするための措置を講
じることとする。

（３）標記法律案については、外資規制及び成田空港の民営
化に係る部分以外の部分について、今国会に提出する
こととし、上記（１）及び（２）の検討結果を踏まえ
て所要の法改正等を行う。

（注）日本空港ビルデング株式会社（羽田）に対する新たな外資
規制の要否及び可否については、（１）の幅広い議論の一
部として検討されることとなる。

（参考）「規制改革推進のための3か年計画」（平成19年6月22日
閣議決定）

成田、関西、中部空港の完全民営化【平成19年以降検討】
（抄）

料金規制、外資規制、経営体制等のあり方について検討
し、完全民営化が所期の効果を発揮できるようにするため
の措置を講じた上で、成田、関空、中部各空港の完全民営
化を達成する。
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附則第１３条



滑走路

駐機場

誘導路

成田国際空港株式会社が設置・管理

給油施設

進入灯

貨物ターミナルビル
旅客ターミナルビル

ＶＯＲ/ＤＭＥ

VOR：方位情報を提供

DME：距離情報を提供

給油施設

滑走路

駐機場

誘導路

進入灯

ＶＯＲ/ＤＭＥ

VOR：方位情報を提供

DME：距離情報を提供

成田空港では、成田国際空港株式会社が基本施設及び空港機能施設を上下一体で設置・管理。
羽田空港では、国が基本施設を、民間（日本空港ビルデング株式会社等）が、国有財産法に基づく使用許可のもと空港機能
施設を設置・管理。

旅客ターミナルビル

貨物ターミナルビル

民間（日本空港ビルデング株式会社等）が設置・管理
（土地は国有財産）

航空保安施設

ターミナル施設

基本施設

凡例

赤枠

黄枠

青枠

羽田成田

成田空港及び羽田空港の運営形態



成田空港の現況

○平成１９年度（単体）
営業収益 １，６２８億円 営業利益 ２８５億円
経常利益 １９０億円 当期純利益 ８５億円

○総資産 ９，９２１億円

○借入金残高 ６，５９２億円

無利子借入金 １，０５２億円

（借入先：国）

有利子借入金 ５，５３９億円

【資本構成】（単体）
●資本金 １，０００億円
●発行株式数 ２００万株
●株主構成 政府１００％

成田国際空港株式会社の財務指標（平成１９年度決算）

非航空

系

48%
航空系

52%

成田国際空港株式会社の事業と収支の構造（単体）

５２３億円

１９６億円

６２５億円

２８２億円

空港使用料収入

土地建物等貸付料収入

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社

航
空
会
社

航
空
旅
客

給油施設使用料収入

施設使用料収入

支

出

等
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

テ
ナ
ン
ト

営業利益

減価償却費

騒音対策・地域共生

維持管理費等

その他

５０６億円

４９億円

５４６億円

２４２億円

２８５億円

【国際線】 ３６カ国、２地域 （９６都市） １７２６便／週

【国内線】 就航都市：札幌 小松 仙台 中部 大阪 広島 福岡 那覇

８都市 １２６便／週

成田空港の国際線シェア（旅客数）について

航空旅客数航空旅客数 5,8065,806万人（万人（20062006年度）年度）

成田空港成田空港
33,405,405万人万人
58.6%58.6%関西空港関西空港

11,,121233万人万人
19.3%19.3%

中部空港中部空港
554477万人万人
9.4%9.4%

福岡福岡
222255万人万人
3.9%3.9%

羽田羽田 163163万人万人

2.8%2.8%

新千歳新千歳 7777万人万人 1.3%1.3%

その他その他 262677万人万人 4.7%4.7%

就航先

延べ投資額：約２兆２千億円

年間利用者数：約３，５００万人（２００６年）

・世界第６位の国際旅客数

・我が国の国際旅客の約６割は成田空港利用者

年間国際貨物取扱量：約２２０万トン（２００６年）

・世界第３位の国際貨物取扱量

・我が国の港別輸出入額第１位（２００７年）



０．０２３．４合 計

２ 棟９ 棟団 結 小 屋

２ 戸敷 地 内 居 住 者

０．４一 坪 共 有 地

０．５一 般 共 有 地

０．０２０．８敷地外居住者所有地

１．７敷地内居住者所有地

保安用地空港用地（平成20年6月30日現在）

未買収地（ｈａ）

への字誘導路

大型機（A380・B747等）
通行不可

既設取付誘導路

東側誘導路

整備中
（平成21年春供用開始予定）

整備中
（平成22年3月供用開始予定）

本来計画2,500m

北伸による平行滑走路2,500m化

成田空港の現況と北伸事業



羽田空港の現況

４８４８都市都市 ４３５４３５便／便／日日 ※ ２００８年５月ダイヤ

国内定期便

国内線のシェア（旅客数）について

○平成１９年度（単体）

営業収益 １，１２５億円 営業利益 ５７億円

経常利益 ６０億円 当期純利益 ３４億円

○平成１９年度総資産 １，６９３億円（単体）

○借入金残高 ３４０億円 すべて有利子借入金（長期）

【資本構成】（単体）

●資本金 １７５億円

●発行株式数 １０，０５４万株

●主な株主 マッコーリー（１９．８９％）

㈱日本航空インターナショナル（４．３７％）

全日本空輸㈱（４．３７％）

日本空港ビルデング（株）の財務指標（平成１９年度決算）

日本空港ビルデング（株）の事業と収支の構造（単体）

１５８億円

１５９億円

３４４億円

５３億円

家賃収入

商品売上（羽田）

その他の収入

施設利用料収入

日
本
空
港
ビ
ル
デ
ン
グ

株
式
会
社４１０億円

商品売上（その他）

航
空
会
社

航
空
旅
客

タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

テ
ナ
ン
ト

営業利益

減価償却費

商品売上原価

維持管理費等

その他

１４５億円

５６３億円

１５８億円

２００億円

５７億円

支

出

等

延べ投資額：約２兆２千億円（沖合展開以降）
年間利用者数：約６，６００万人（２００６年）

・世界第4位の旅客数
・我が国の国内旅客の約6割は羽田空港利用者
（国内線）約６，４００万人
（国際線）約１５０万人

国内旅客

9,697万人

羽田
(伊丹・関空
路線を除く)

5,425
（56.0%）

その他
1,417

（14.6%）

中部･名古屋
654

（6.7%）
関空
349
（3.6%）

伊丹
952

（9.8%）

羽田－伊丹
625 (6.5%)

羽田－関空
165 (1.7%)

成田
成田－伊丹
成田－中部
108(1.1%)

羽田空港は、６４．１％のシェア

国際線

2010年の新滑走路供用開始後、大幅に増加予定（昼夜合
わせて年間約6万回）



羽田空港の再拡張事業

貨物ターミナル地区旅客ターミナルビル

空港機能施設

給油施設

国際線地区整備事業
（平成22年10月供用開始予定）

Ｄ滑走路整備事業
（平成22年10月供用開始予定）



首都圏空港に係る航空政策について

増大する首都圏の航空需要に対しては、これまで、国際線の基幹空港である成田空港と国内線の基幹空港であ

る羽田空港の空港容量をそれぞれ拡大することで対応してきており、現在、成田空港の北伸事業と羽田空港の再

拡張事業が進められているところである。

今後、国は、両空港の基本的な役割分担を踏まえ、中長期的に見込まれる首都圏における航空需要への対応方

策について、あらゆる角度から検討していく。

１．再拡張時の羽田空港、北伸時の成田空港（２０１０年）

（１）羽田空港

①昼間時間帯においては、羽田のアクセス利便性をいかせる近距離アジア・ビジネス路線として、ソウル、

上海、北京、台北、香港まで就航

、 、②深夜早朝時間帯においては 欧米や東南アジアをはじめとした世界の主要都市への国際定期便を就航させ

首都圏における国際航空機能の２４時間化を実現

（２）成田空港

①増加する発着枠（約２万回）により、国際航空ネットワークを拡充

２．２０１０年以降の方向性

（１）北伸事業及び再拡張事業の供用を踏まえ、成田空港と羽田空港の一体活用により、増大する首都圏の国

際航空需要へどのように対応していくか検討していく （両空港への国際線の展開のあり方等）。

（２）北伸事業及び再拡張事業によっても、首都圏における空港容量は概ね１０年後には満杯になると予想さ

れており、成田空港及び羽田空港の更なる容量拡大に向けて、管制、機材、環境、施設等あらゆる角度か

ら可能な限りの施策を検討していく。

（３）成田空港の完全空港化実現に向けた課題への取り組み。

平成20年5月20日経済財政諮問会議

提出資料等を踏まえて作成



東：平成5年10月

西：平成8年10月

東海：平成9年10月

東：平成14年6月

西：平成16年3月

東海：平成18年4月

事業範囲の法定 ○ ○→× ○→× ○→× ○→× ○→×

資金調達に係る大臣認可（新株発
行・社債募集・長期借入） ○ ○→× ○→× ○→× ○→× ○→×

役員の選任・解任に係る大臣認可 ○ ○→× ○→× ○→× ○→× ○→×

毎年度の事業計画の大臣認可 ○ ○→× ○→△（※） ○→× ○→△（※） ○→×

重要な財産譲渡等に係る大臣認可 ○ ○→△（※） ○→× ○→△（届出） ○→× ○→△(届出)

定款変更決議に係る大臣認可 ○ ○→× ○→× ○→× ○→× ○→×

剰余金処分に係る大臣認可 ○ ○→× ○→× ○→× ○→× ○→×

財務諸表の提出 ○ ○→× ○→× ○（※）→○ ○→× ○（※）→○

監督命令、報告徴収、立入検査 ○ ○→○ ○→○ ○→○ ○→○ ○→○

※　ターミナルの規
模、構造等を変更す
る際に認可が必要。

※　航空運送事業の
事業許可申請時にあ
わせて提出し、その
後、変更する際に認
可が必要。

※　電気通信事業法
に基づき提出。

※　鉄道事業の事業
許可申請時にあわせ
て提出し、その後、
変更する際に認可が
必要。

※　電気事業法に基
づき提出。

電源開発促進法
日本航空
株式会社法

日本自動車ターミナ
ル株式会社法

日本自動車ターミ
ナル株式会社

昭和60年4月

未上場 平成16年10月

平成15年10月

平成16年10月

旅客鉄道株式会社及
び日本貨物鉄道株式
会社に関する法律

ＪＲ（本州３社）

国際電信電話
株式会社法

平成13年12月

上場時期

成田国際空港
株式会社法

根拠法廃止（又は適用除外）
の時期

平成10年7月

昭和36年10月

ＫＤＤＪＡＬ

昭和62年11月

未上場

（国：100％保有）

ー

昭和28年10月

備考

電源開発
（J-POWER)

成田国際空港株式会社法に基づく行為規制
完全民営化された他の特殊会社に対する行為規制の見直し

政府保有株を全額
売却した時期

昭和62年12月昭和60年6月

（旧）設立根拠法

設
立
根
拠
法
に
よ
る
行
為
規
制

昭和31年3月

成田国際空港株式
会社



成田空港会社
日本政策
金融公庫

輸出入・港湾関連
情報処理センター 関西空港会社 ＪＴ 日本郵政 ＮＴＴ 高速道路会社

政府保有義務割合 総数（※） 総数 過半数 ２分の１以上 ３分の１超 ３分の１超 ３分の１以上
３分の１以上
（※※）

国が定める
基本計画への適合

○ － － ○ － － － －

事業範囲の法定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

資金の無利子貸付け ○ ○ － ○ － － － －

資金調達に係る大臣認可
(新株発行、社債募集、長期借入）

○ △
（社債募集のみ）

○ ○
△

新株発行、
社債募集のみ

△
（新株発行のみ）

△
新株発行、
社債募集のみ

○

役員の選任・解任に
係る大臣認可

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎年度の事業計画の
大臣認可

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

重要な財産譲渡等に
係る大臣認可

○ － ○ ○ ○ － ○ ○

定款変更決議に
係る大臣認可

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

財務諸表の提出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

監督命令、報告徴収、
立入検査

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

政府の株式保有が義務付けられている主な法人に係る行為規制

　　※　会社設立時に旧新東京国際空港公団から政府に全株無償譲渡

 ※※　首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社については、政府及び地方公共団体合わせて３分の１以上保有する義務
　　　 があり、その他の高速道路株式会社については、政府が３分の１以上保有する義務がある。



日本空港ビルデング株式会社に係る現行規制

○ 空港機能施設事業を行う者を国土交通大臣が

指定

○ 空港の設置・管理に関する基本方針に従った

事業運営

○ 旅客ターミナル利用料の上限の認可

○ 大臣による報告徴収、立入検査及び監督命令

○ 空港機能施設事業を適正に行うことができな

い場合、大臣からの監督命令に違反した場合

等に、大臣による指定の取消し

空港機能施設の適切な設置・管理
（空港法：平成２１年４月１日施行予定）

国有財産（土地）の適切な使用・管理
（国有財産法）

日
本
空
港
ビ
ル
デ
ン
グ
株
式
会
社

○ 地方航空局長による国有財産（土地）の使用

許可（１年毎の更新）（地方航空局長は許可条

件として、用途の限定、善管注意義務等を付

すことが可能）

○ 地方航空局長による報告徴収、立入検査及び

監督命令

○ 許可条件に反した場合、空港管理規則の承認

が取り消された場合、使用許可の取消し



資本規制について①

一の外国投資家が一定割合以上の株式を取得すること等に規制を課すもの。

○外為法（外国為替及び外国貿易法）に基づく対内直接投資規制
・ＯＥＣＤ資本移動自由化コード等の国際的な投資ルールの範囲内で、「国の安全」や「公の秩序の維持」等の観点から、一部業種に限定
して上場会社の発行済株式の１０％以上の株式を取得する場合に事前届出を義務付ける制度を導入。
・財務大臣及び事業所管大臣は、審査の結果必要な場合には、関税・外国為替等審議会の意見を聴いた上で、投資内容の変更又は中
止を勧告・命令できる。

外資が一定割合以上の議決権を保有することに制限を課すもの。

○個別法における外資規制
・固有の事情に基づき、外為法とは異なる規制を課すもの。

外資規制

●ＮＴＴ

◆規制内容 ： ３分の１未満

◆ ： 日本電信電話株式会社法

●無線局開設者（船舶・航空機の無線局等については適用除外）

◆規制内容 ： ３分の１未満

◆ ： 電波法

●放送会社

◆規制内容 ： ５分の１未満

◆ ： 電波法、放送法

●航空会社

◆規制内容 ： ３分の１未満

◆ ： 航空法

１．国際ルール（ＯＥＣＤ資本移動自由化コード）に基づき規制を行っている業種

①「国の安全」に係る業種 ： 武器、航空機、原子力、宇宙開発に関連する製造業、ソフトウエア業、機械修理業、軍事転用の蓋然が大きい汎用品

の製造業等

②「公の秩序」に係る業種 ： 電力・ガス、熱供給、通信、放送、水道、鉄道、乗合バス

③「公衆の安全」に係る業種 ： 生物学的製剤製造業、警備業

２．我が国固有の事情により、ＯＥＣＤに通報した上で自由化を留保している業種

農林水産業、石油業、皮革・皮革製品製造業、航空運輸業、海運業

根 拠 法

根 拠 法

根 拠 法

根 拠 法



資本規制について②

大口規制（保有制限）

●一の株主が一定割合以上の議決権を

保有することそのものに制限を課すも

の。

大口規制（認可制） 黄金株

●特定の重要事項決議について、株主

総会又は取締役会の決議のほか、そ

の種類株式の株主を構成員とする種

類株主総会の決議を必要とするもの。

（会社法第108条、第323条）

○国際石油開発帝石
（旧国際石油開発）

◇規 制 内 容
資本金の額の減少、解散等一定の経
営上の重要事項について種類株主総
会の決議が必要（種類株式（黄金株）
一株を持つ経済産業大臣が拒否権を
保有）。

◇根 拠 法

なし

●一の株主が一定割合以上の議決権を

保有する際に大臣の認可を必要とす

るもの。

○保険会社

◇規 制 内 容
100分の20以上（重要な影響を与える
場合は100分の15以上）保有（グルー
プ又は単体）する場合は、内閣総理大
臣の認可が必要。

◇根 拠 法
保険業法

○銀行

◇規 制 内 容
100分の20以上（重要な影響を与える
場合は100分の15以上）保有（グルー
プ又は単体）する場合は、内閣総理大
臣の認可が必要。

◇根 拠 法
銀行法

○金融商品取引所（証券取引所）

◇規 制 内 容
100分の20以上の議決権を取得又は
保有をすることを原則として禁止する。

◇根 拠 法
金融商品取引法

○放送会社（放送持株会社）

◇規 制 内 容
原則、100分の33を超えて保有する場
合、その超える部分については、議決
権を有しない。

◇根 拠 法
放送法



証
券
会
社
Ｄ

証
券
会
社
Ｃ

・民営化企業等の大型銘柄においては、資本規制が株価に与える直接の影響は限定的であり、空港運営会社の株価動向は、
企業業績及びその時々の当該会社を取り巻くニュースに左右される。

・外資規制については、既に日本でも導入されている仕組みであり、極端な保有規制でなければ、ある程度の時価総額を有する
企業については、許容される可能性が高い。

・大口規制については、制限される保有比率を適切に設定すれば（議決権の２割等）、ある程度の時価総額を有する企業につい
ては、許容される可能性が高い。

・黄金株については、拒否権の対象及び理由が明確で、行使についての透明性を確保するガイドラインが設けられていれば、許
容される可能性が高い 。

証
券
会
社
Ａ

・現在、投資家の関心事項について広く情報提供を行っている証券会社のアナリストの多くが、空港のキャパシティや競合空港と
の比較優位性、今後の設備投資計画等、当該空港のファンダメンタルズの評価を通じて投資判断を提供している。このことは、
投資家が資本規制の有無やその内容について特別に注目していないことを示しているため、資本規制が株価に影響を与えて
いるとは考えられない。

証
券
会
社
Ｂ

・資本規制は、極端なものでない限り、必ずしも株価にインパクトを与えるものではない。投資家が関心をもつ規制としては着陸
料や駐機料に係る規制等、収益に直接関係するものにより注目する傾向にある。

・規制を課すに当たって重要なことは、透明性と一貫性を確保するということ。投資リターンを予測する上での変動要因を軽減す
る観点から、国・政府による指導範囲の明確化、透明性ある規制ガイドラインの設定が求められる。

・ヨーロッパ諸国の民営化企業における黄金株の廃止のケース（※）において、黄金株の廃止自体が当該企業の株価に大きな影
響を与えたとは見受けられない。

（※）ＢＡＡ（英国、空港、２００４年）、ＫＰＮ（オランダ、通信、２００６年）、Ｒｅｐｓｏｌ ＹＰＦ（スペイン、石油・ガス、２００６年）

複数の証券会社からのヒアリング（※）によれば、資本規制による株価への影響は限定的とのことであった。

資本規制が株価に及ぼす影響

（※）2008年8月国土交通省実施



各国の主要空港に対する政府の関与のあり方

・アメリカ

・カナダ

・スペイン

・ポルトガル

・フィンランド

・スウェーデン

国・公的主体が設置管理

・イギリス

・イタリア

国・公的主体が一定割合の
株式を保有

・オーストラリア（＊）

・オーストリア

・メキシコ

ＢＡＡ（英国空港会社）の株式を、フェロビアル（スペ
イン）を中心とするコンソーシアムが93%取得し、上
場廃止

・フランス

・ドイツ

・オランダ

・ベルギー

民間主体が設置管理

・アイルランド

・アイスランド

・シンガポール

・ブラジル

・デンマーク

・ノルウェー

・スイス

・香港

・韓国（＊）

・タイ（＊）

外資規制

成田

ローマ空港会社の株式を、レオナルド・グループ（イ
タリア）が96%取得し、上場廃止

羽田

（注）各国における主要な空港において、滑走路等の基本施設（下物）に対する
政府の関与のあり方についてまとめたもの。

（＊）は大口資本規制を導入



対日直接投資の促進

日本経済については、バブル崩壊以降、長い停滞状

態にありましたが、民間の活力を伸ばすため、思い

切った改革を断行してきています。…（略）…私は、
経済成長戦略を具体化し実行します。その一環として、

対日投資、貿易手続き、金融資本市場の改革等の市場

開放努力を一層進め、日本を世界とともに成長する国

としていきます。私は、このような経済社会における

改革を継続することは、自国のためというだけでなく、

現在の状況下では、国際社会における責務と考えます。

○ 福田総理は、施政方針演説（第百六十九回国会）、国際会議（ダボス会議）の場で、対日投資促進についても言及。

○ 平成２０年１月～ 経済財政政策担当大臣の下、「対日投資有識者会議」を設置し、対日投資促進施策を推進。

○「経済財政改革の基本方針（骨太の方針）2008」にも、対日投資の拡大が盛り込まれている。

〈第三 活力ある経済社会の構築〉（１.経済成長戦略の実行）

（開かれた日本）…（略）…日本を世界により開かれた国とし、
アジア、世界との間のヒト・モノ・カネ・情報の流れを拡大する
「グローバル戦略」の展開であります。世界の活力を我が国の成
長のエネルギーとしていくため、ＷＴＯ交渉やアジア太平洋地域
との経済連携協定の交渉の早期妥結に取り組むとともに、日本へ
の投資に関する制度をより透明性の高いものに変え、対日投資の
倍増計画を確実に達成します。日本の空の自由化や貿易手続の効
率化に加え、日本の金融・資本市場の国際競争力を一層高め、世
界の中で中核的な金融センターとなることを目指します。

福田総理施政方針演説（第百六十九回国会）
（抜粋）平成20年1月18日

経済財政改革のための基本方針（骨太の方
針）2008（抜粋）平成20年6月27日

第２章 成長力の強化

１．経済成長戦略 Ⅱ グローバル戦略

② 開かれた経済のインフラ強化

ⅱ）対日投資の拡大

対日投資を拡大し、日本を世界とともに成長する国として

いく。このため、平成20年秋中に「対日直接投資加速プログ
ラム」（平成18年６月20日）を改定し、フォローアップを行
いながら、着実に進める。…（略）…
・内外無差別原則の例外である外資規制の在り方について平

成20年度内に包括的に検討を進める。

ダボス会議における福田内閣総理大臣特
別講演（抜粋）平成20年1月26日

目的：

対日投資有識者会議は、対日直接投資が増えない要因及びその

構造的背景も含め、対日直接投資促進のための具体的検討を

行うことを目的として開催。

１．Ｍ＆Ａの円滑化に向けての制度整備

２．外資規制のあり方の包括的検討

３．セクター別の重点戦略の策定

４．ビジネスコストの削減と制度の透明性の向上

５．外資誘致による地域活性化と外資歓迎アピールの強化等

対日直接投資の抜本的な拡大に向けた５つの提言
（平成20年５月19日）（抜粋）

I. 対日直接投資促進により日本経済を活性化

II. 対日直接投資促進のための５つの提言

○対日直接投資は日本経済活性化のために極めて重要

○対日直接投資倍増計画は進捗しているが世界的に見れば低水準

○外資誘致競争が激化する中で、グローバルな競争に打ち勝てる投資環境整備
が必要。

○緊急に実施すべき「処方箋」を提示。

対日投資有識者会議の概要

経緯：

●2008年１月30日 第１回対日投資有識者会議開催

●2008年５月19日 「対日直接投資の抜本的な拡大に向けた５

つの提言」

座長：

●島田晴雄 千葉商科大学学長



空港については、国の安全保障のための施策推進に当たって、滑走路等の空港基本施設の利用が不当に制約されることの
ないこと、また、特に必要と認められる場合は、特定の者の優先使用が確保されることが求められる。

・合衆国によって公の目的で運航される航空機は、空港を使用することができる。 （日米地位協定第５条）

・関係行政機関の長（国土交通大臣）は、法令及び基本計画に従い、国以外の者（成田国際空港株式会社）に対し、
必要な協力を依頼することができる。 （周辺事態安全確保法第９条）

平時・周辺事態・有事（共通）

周辺事態

成田空港 羽田空港

成田空港会社 国

現行法制においては、平時・周辺事態・有事の場面毎に、以下の内容を適切に履行することが空港の管理者等に求められて
いる。

成田空港 羽田空港

国

空港ビル会社等
成田空港会社

【成田空港】

・関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施する。（周辺事態安全確保法第８条）

・関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者（旅客ターミナルビル会社等）に対し、必要な協力を
依頼することができる。 （周辺事態安全確保法第９条）

【羽田空港】

国の安全保障の観点から成田空港・羽田空港に求められる責務①

安全保障・・・我が国の平和・独立、領域、国民の生命・財産等を外部の脅威（形態を問わない。）から守ること



有事

・指定行政機関の長は、その所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成・公表しなければならない。（国
民保護法第３３条）

・指定公共機関（成田国際空港株式会社）は、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を
有する。（武力攻撃事態対処法第６条） 成田空港 羽田空港

成田空港会社 国

一般的に空港の管理者が果たすべき責務

国民の保護の観点から空港等の管理者が果たすべき責務

成田空港 羽田空港

国

空港ビル会社
成田空港会社

・国は、武力攻撃事態等において、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、万全
の措置が講じられるようにする責務を有する。（武力攻撃事態対処法第４条）

・指定公共機関は、国民の保護に関する業務計画を作成・公表しなければならない。（国民保護法第３６条）

【成田空港】

【羽田空港】

【成田空港】

【羽田空港】

・指定公共機関は、武力攻撃事態等において、当該業務計画で定めるところにより、空港を適切に管理しなけれ
ばならない。（国民保護法第１３７条）

・都道府県知事及び指定行政機関の長（国土交通大臣）は、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、
滑走路、旅客ターミナル施設等の安全の確保に必要な措置を講ずるよう当該施設の管理者（成田国際空港株
式会社）に要請することができる。（国民保護法第１０２条）

・都道府県知事は、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、滑走路、航空保安施設の安全の確保
に必要な措置を講ずるよう当該施設の管理者（国）に要請することができる。（国民保護法第１０２条）

・都道府県知事及び指定行政機関の長は、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、旅客ターミナル
施設の安全の確保に必要な措置を講ずるよう当該施設の管理者（旅客ターミナルビル会社）に要請することが
できる。（国民保護法第１０２条）

国の安全保障の観点から成田空港・羽田空港に求められる責務②



・内閣総理大臣は、空港施設の管理者に対し、空港施設の全部又は一部を特定の者に優先的に利用させるよ
う要請することができる。（特定公共施設利用法第７条）

有事（続）

成田空港 羽田空港

成田空港会社 国

成田空港 羽田空港

成田空港会社 ー

・内閣総理大臣は、上記の指示を行っても所要の利用が確保されないとき、又は緊急を要するときは、空港施
設の管理者に通知した上で、国土交通大臣を指揮し、空港施設の利用に係る必要な指示等をさせることがで
きる。（特定公共施設利用法第９条、第１１条）

・内閣総理大臣は、上記の指示等をさせた場合において、駐機中の航空機の移動が必要であると認められると
きは、国土交通大臣を指揮し、航空機の機長等に対し、航空機の移動を命じさせることができる。（特定公共
施設利用法第９条、第１１条）

空港の円滑かつ効果的な利用の確保の観点から空港施設の管理者が果たすべき責務

成田空港 羽田空港

成田空港会社 国

成田空港 羽田空港

ー ー

【成田空港】【羽田空港】共通

要請に基づく所要の利用が確保されない場合
（このようなケースは、国が管理している羽田空港については想定されない）

・内閣総理大臣は、空港施設の管理者に対し、所要の利用を確保すべきことを指示することができる。（特定公
共施設利用法第９条、第１１条）

【成田空港】

※空港に係るこれらの責務が適切に遂行されるためには、空港の管理者によって、 平素より所要の設備投資、 適切な管理・運営等がなされていることが必要

・空港施設の管理者は、空港施設の利用に関する指針を踏まえ、内閣総理大臣との緊密な連携を図りつつ、適
切に空港を管理運営するものとする。（特定公共施設利用法第４条）

成田空港 羽田空港

ー ー

国の安全保障の観点から成田空港・羽田空港に求められる責務③



本研究会の審議経過

平成２０年

○ ８月 ７日（木） 第１回研究会

14:15～16:00 ・ 空港インフラへの規制のあり方を巡る諸情勢に

ついて

○ ９月 ８日（月） 第２回研究会

16:00～18:00 ・ 関係者からのヒアリング①

成田国際空港株式会社

千葉県

定期航空協会

○ ９月２５日（木） 第３回研究会

10:00～12:00 ・ 関係者からのヒアリング②

日本空港ビルデング株式会社

日本貿易振興機構（JETRO）

株式会社東京証券取引所

○１０月 ９日（木） 第４回研究会

10:00～12:00 ・ 空港インフラへの規制のあり方について①

○１１月 ６日（木） 第５回研究会

10:00～12:00 ・ 空港インフラへの規制のあり方について②

○１１月２７日（木） 第６回研究会

10:00～12:00 ・ 報告書（案）について

○１２月１１日（木） 第７回研究会

10:00～11:00 ・ 報告書とりまとめ
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